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l第 1章標準手続策定の背景・目的 l

1. 高速・超高速インターネット！こお廿墨珪ファイバ鱈の盤重信ロ

政府においては、「2005年度までに世界愚先鏑の IT国家となるJという目標

の実現に向けて、平成 13年 1月に策定された IT国家戦略であるre-Japan戦略J

の見直しを行い、平成 15年 7月にre-Japan戦略IIJを策定したところである．

また、平成 16年6月には、 e-Japan戦略の具体的なアクションプランである重

点計画の見直レを行い、 re-Japan重点計画・2004」を公表している．

re-Japan重点計画・2004」においては、 5つの重点政策分野のーっとレて「世

界愚高水準の高度情報通信ネットワークの形成」を掲げているところであり、

超高速インターネットアクセスを実現する光ファイパ網は、その申核をなすも

のである。

2.鹿草堂ファイバ揖の膏強活用の必要性

光ファイパ網については、民間主導原則被1に基づき、電気通信事業者回等によ

る整備が進められており、光ファイパ網を活用した一般利用者向けの超高速イン

ターネットアクセスサービス制についてち、世界に先駆けて、都市部を中山に提

供が開始されている。

しかしながら、光ファイパ網を新たに敷設することは、多額の費用を要する

ちのであり、採算住等の問題がある過疎地鼠等の条件不利地鼠制においては、

“ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平成 12年活律第144号｝
〈国及び地方公共団体と民間との役割分担〉
第7条高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うこ
とを原則とし、国及び地方公共団体は、公正な競争の促進、規制の見直し等高度情報通
信ネットワーク社会の形成を阻害する要因の解消その他の民間の活力が十分lこ発揮され
る定めのE頭演整備等をゆゆとした施策を行うものとする．

議2 電気通信事業法〈昭和59年活律第86号〉第9条の規定に基づき電気通信事業の登録
を受けた者又は同法第 16 条第 1 項の規定に基づき電気通信事業の届出をした者•CATV事
業者が電気通信事業の宣録又は届出を行い、 CATVサービスとあわぜてインターネットアク
セスサービス等を提供する燭合をきむ．
援3平成16年4月末現在、約 124万加入．

制過疎地自民自立促進持別措置法〈平成12年活後第15号〉により土鼠され疋「過疎雌姉町村J
のうち町村並切こ辺地に係る低地笛敏雄蛤整備(J)fE}j伐悶財政上倒捌昔置等に閉する溜制調
37年活律第88号〉により f辺地jに践当し司，渇地味半島掻典苦也容日印年法律第白雪）によ
り立おされだ「半島信興対捜実随雌莫J、厳島掘現宝＠翻28年法律第η号〉により土罰され疋『斑
島腹開繍実施畑或J、t凶掻興活（昭和40年溜章第臼号）により土おされ疋「娠鳳i周J及切さ
定置胤捌3ヨフξ蜘撰窓口翻切r~湿盤臨調箇3伺志混何戟5培鑓初号によ
ry~耐lJζ 晦麗m協組側パ噴閣をきg蹴
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民間事業者による光ファイパ網の整備が進ます、高速・超高速インターネット

アクセス環債の整備に関して、地理的情報格差が生じるといった問題“が発生

レている．

他方で、光ファイパ網については、電気通信事業者が慰訟するもの以外にち、

電気通信サービスの鑓供とは異なる目的で、電力事業者、鋲道事業者、園、地

方公共団体等が整備を行っている．これらの光ファイパ絹の中には、一部未利

用の芯綿として、電気通信サービスに用いることが可能なものも寄在しており、

これらを有刻活用することにより、電気通信事業者のより柔軟なネットワーク

構築が司能となると同時に、全国的な高速・超高速インターネットアクセス環

境の整備も一層促進されるものと期待される．

3. ~璽・盤E公共団億b哩重信・侵害す墨鐙フ？イバ錨

とりわけ、第 2章にも記述するように、園、地方公共団体が公共施訟の管理

や地鼠の情報化の観点から整備する光ファイパ網は、民間事業者が整備するも

のと異なり、都市部に限らす、過疎地ut等の条件不利地爆においてもある程度

寄在している．

したがって、これらの光ファイパ網を電気通信事業者に開放し、育刻活用を

促進することは、地理的な情報倍差を是正する観点から太きな刻果が期待され

るものである。

4. 標準手鑑襲定の邸要性

国が保有する道路・沼川といった公共施訟管理用光ファイパについては、貸

し手である国土交通省が、平成 14年度に光フ？イパの貸与にかかる「兼用工作

物管理協定」を第定し、準備の整った箇所から関肢を順次進めているところで

ある耐．

地方公共団体が保育する光ファイパ等〈光ファイパケーブル及び関連機器〉

の貸与に関する事項については、貸与を行う地方公共団体が主体的に決定する

ものであるが、標準手続を示すことで貸与手続や情報提供の共通化を促進する

ことにより、手続の円滑化を図ることが求められているところである．

が倒えば、加入者系光ファイパ絹の整備.について、平成 16年3月末現在、全国平均は
約80%であるが、このうち、政令指定都市・県庁所在地級都市は約94%であるのに却し、
人口 10万人未満の地減においては、約59%にとどまる等地減侶差が生じている．
“平成 14年6月25日柑国主交通省報道発表資料＠照
(ht也・＇＂＂刷 w.mlit.ao.iolkisha/kisha02/01/0106252 .h加 I)
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5. 標準手鑑の盈霊位ロ

本標準手続については、地方公共団体が電気通信事業者に光ファイパ網を開

政する態の嘗壱として限りまとめたものであり、地方公共団体に苅して本懐準

手続の探用を艶務伺けるものではない．

また、本保準手続については、現在の電気通信事業法、地方自治法（昭和 22

年法律第 67号）の誓え方を整理したものであり、従来の法解釈等に変更を加え

るものではない。
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l第2章地方公共団体が整備・保有する光ファイパ網の現状l

1. 抽方公共団偉力喧備・侵害する先フ:pイパの種類

｛竹 公共値段管理用光フヲフイパ

道路、沼川、下水道といった公共施設の管理のために地方公共団体が整備

するものである．道路、 j司川管理用光ファイパについては、国道、一級沼川

沿いに国が整備するものがほとんどであり、地方公共団体が盤備しているも

のは少ない．下水道管理用光ファイパについては、多叡の地方公共団体が整

備している．

(2) 出鼠公共ネットワーク

地爆の教育、行政、福祉、防災等の高度｛じを図ることを目的として、公民

館、学校、役場などの公共施設を短銃する行政ネットワークである．平成 15

年7月現在、 3,207の地方公共団体のうち、すでに 1,759団体で霊備済みであ

り、また908団体が2005年度までに整備する計画を有している．

地国公共ネットワークについては、 re-Japan霊点計画・2004Jにおいて、「高

速・超高速で鑓続する地鼠公共ネットワークの全国的な普及について、 2005

年度までの実現を目指し、地方公共団体等への支援を行う．」ことが明記され

ており、今後ち整備が進むものと見込まれる．

(3) その他

その他、地方公共団体が運営する地下獄等の線路沿いに叡設された運行管

理用の光ファイバ綱相や、探算位等の問題から民間事業者による光ファイバ

網整備が見込まれない過疎地域等において、国の補聞事業等を活用すること

により地方公共団体力t整備した加入者系光ファイパ網等が惇在する．

議7 倒えば、東京都交通局は都営地下鉄施股内の光ファイバを、名古屋市交通局は名古屋市

営地下飲施設内の光ファイパを貸し出している．
診者： htto://www.kotsu.metro.tokvo.io/etcindex. html 
h悦o：仰ww.kotsu.citv. naaova. io/ 
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2. 関盤弓能な先フ:J7イパ揖が発生す墨書費

地方公共団体が光ファイパ綱を整備する露合、想定される利用目的に応じた

芯線叡・帯既を確保して整備が行われるが、倒えば、既製昂の光ファイバケー

ブルを利用する揚合制等に、未利用の光ファイパ芯線が生じることがある。こ

のような燭合には、当按未利用の光ファイパ芯線を、電気通信事業者への開放

等、本来の整備目的以外の目的に活用可能となっているものである．

議自 補問司E業の工司E醤工段階において、既製昂の光ファイバケーブル〈利用見込みを超え

る芯線叡のもの〉を活用した方が経済的に憎築できる蝿合がある．この蝿合には、結果と

して、来利用の光ファイバ芯線が寄在することとなる．

5 
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l第3章開放に係る電気通信事業法上の整理〈開放スキーム関係）I 

地方公共団体が聾備・保有する光ファイパ網削の電気通信事業者への開放ス

キームについては、関肢の形態、すなわち、光ファイパを（1）芯線単位で開政〈倒：

保有する光ファイパ芯線 100芯のうち 10芯を開眼〉するのか、（2）波長・帯鼠

単位で開政〈倒：保有する光ファイパの伝送容量 100Mbpsのうち 10Mbpsを開

政）するのかにより、選択肢が異なってくる．

響《関政形態車騒S スキJムマールで 轟州；.－~濯欝τ概Z要轟讃a;主審ぷ

(1）芯線単位で開眼 ①l Ru•10 地方公共団体が、電気通信事業者

と長期安定的な使用権に閲する契約

(IRU契約〉を行うことにより、光

ファイパ等を芯線単位で貸与するも

の。

②卸電気通信役務 電気通信事業の登録又は届出!1!11

を行った地方公共団体が、他の電気

通信事業者に苅して卸電気通信役務

の握供を行うもの．

(2）波長・帯損単位 卸電気通信役務 同上。

で開放

娘9 地方公共団体が管理する光ファイパ絹については、自ら整備・保有しているものと、
民間電気通信事業者の専用銀サービスを利用しているものとがあるが、後者については、
地方公共団体が公共目的に蝉要な芯穂・手嘗i或分を一般利用者と同僚の立JIで利用している
ものであり、そもそも肉眼可能な芯緯・宇野t震が発生しないはすのものであることから、本
係省E手続では対象としていない．
繊細 IRU (Indefeasible Right of User ：磁棄し得ない使用権〉 〆

契約〈協定〉によって定められ、関係当事者の合憲がない限り磁棄又は終了さぜることが
できない長期安定的な使用継のこと．
織11 地方公共団体が営利を目的とぜずに卸電気通信役務を狸供する蝿合は、電気通信事幾
活第9奈の宣録及び努16条書！ 1項の届出の手続によるのではなく、同活第165条第1項の
届出を行う必要がある．

6 
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1 芯舘単位で額聾する埋合

光ファイパ等を芯線単位で開放する揚合には、選択臨として以下のスキー心

がある．

(1) 地方公共団体が、 IRU契約に基づき、電気通信事業者に対して光ファイ

パ等を貸与するスキーム

IRU契約を締結することにより光ファイバ等を貸し付ける甥合は、借り手で

ある電気通信事業者が電気通信回線設備を支配・管理するものとして規律され

ることとなり、貸し手である設備の所有者〈地方公共団体〉は、電気通信事業

法・有線電気通信法〈昭和 28年法律第 96号〉の規定に基づく登録又は届出

等を行う必要はない．

IRUにより借り手が設備を支配・管理レていると認められるためには、その

契約において、以下の要件が充足されていることが必要である．

i ) 使用権を取得する電気通信事業者の同意なしに契約を磁棄することがで

きないこと。

ii) 使用期間全体にわたる合理的な使用料金の股定がされていること．

iii) 電気通信回線設備所有者によって苅象物件に第三者担保権が位定されて

いないこと。

iv) 使用契約期間について、使用契約が安定的であると認められる以下のい

すれかの要件を満足していること．

ア）使用契約期間が10年以上であること．

イ）使用契約期間が 1年以上であり、かつ、契約書等において、以下の点

自F確認されていること．ただし、使用契約期間の累計が 10年を超える蝿

合における当践超える部分に相当する契約については、この限りでない．

A 契約の自動更新の定めがあること。

B 電気通信事業者の同意がない限り、更新を拒否することができないこ

と。

ウ） その他ア）、イ）に類する特別の事情があると認められるものであるこ

と．

〈詳細については、「電気通信事業者のネットワーク構築マニュアル」書照．

h目c・/Jwww回 umu.aoicli伽 包usin/col町閣時制回nes脚 i記 IN酬 /ori<-Manu蜘 dexh柿 1)
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なお、地方公共団体が行政財産として管理している光ファイパ等については

IRU契約の苅象とすることができない〈第4章 1. (2）④参照〉．

[IRUによる開政スキーム］

i) IRU契約の鱒鑓

ii）光フ？イパ警の貸与

竺 竺j

(2) 地方公共団体が電気通信事業の雪鍾叉は届出巷行い、他の電気通信事業

者への卸電気温信役務制2の握供を行うスキーム

光ファイパ網を整備・保有する地方公共団体が電気通信事業者として、他の

電気通信事業者に河して、卸電気通信役務の握供を行うちのである．〈電気通

信事業への参入に係る手続については、「電気通信事業参入マニュアルJ参照．
htto：刷削蜘muaoio/i蜘 tsusin/oalicvreoa制 aoan凶 mi包括ntrv-Manual斤 Bmanu剖02/entrv02odf) 

［卸電気通信役務の握供スキーム］

ii卸電気通信役拐の狸供 電気通信事業者

竺~

難12 卸.気通信役務

事ら電気通信司ilJ医者の電気通信事業の用に供する電気通信役務のこと．

8 

， 

2. 注畏・帯援単位で路盤す墨盟会

光ファイバ等を波長・帯鼠単位で開放する場合には、地方公共団体は電気通

信事業の登録又は届出を行うことが必要である．

光ファイパ等を波長・帯I或単位で開服する揚合は、当該光ファイパ網の所有

者が波長・帯援を発生させる波長分割多重化装置（WDM装置〉等をきめ、伝送

路設備全体を支配・管理している状態と認められる．

レだがって、この揖合は電気通信事業者側ではなく、所有者側、すなわち地

方公共団体が、電気通信事業の登録又は届出を行い、ネットワークの安全・信

頼性を確保し、一般利用者の利益を保護するだめ、その伝送路訟備について、

訟備の損傷等の防止、利用者の通信内容の漏えいの防止といった技術基準への

適合を維持しなければならない．

［帯鼠・波長単位での開般に係るスキーム〈上記 1. (2）と同僚〉］

竺竺三I

総務大臣
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院4章開放に係る地方自治法上の整理（財産管理関係〉

地方公共団体が所有する光ファイパ等は、地方自治活の規定に基づき、適切

に管理することが必要である．

地方公共団体が所有する財産は、地方自治法上、公有財産、物品、慣権及び

基金に分類され〈地方自治法第237条第1項〉、このうち公有財産はさらに行政

財産と普通財産とに分類される〈下図書照〉。光ファイパ等が慣権又は基金に該

当しないことは明らかであるので、公有財産又は物昂と分類することとなるが、

公有財産と物昂とでは、その管理・処分等に係る地方自治法の規定等が異なっ

ている．

［地方公共団体の財産の区分］

（地方自治法第237条｝

原則として、①条例又は②腫会の路決による鳩合でなければ、交銭・出資の目的・支払の手段と

して使用すること、適正な対備なく櫨渡・貸付を行うことはできない（第2項）．

公有財産

.［£量1
・普通地方公共団体の所有に属する財産のうち、地方
自治法第238条第1項に掲げるもの
①不動産
＠船剣、航空彼等
＠①及び②の従物
④地上緒、地役権、鉱業績その他これらに$ずる権利
⑤特許縄、著作4盤、商領権、実用新案纏その他これ

らに翠ずる権利
⑥橡券、社債券、国債Ii理事その他これらに$ずる有

価匡券
⑦出資による権利
＠不動産信託の受益権

行政財産

隆副
・公有財産のうち、普通他方公共団体において公用又
は公共用に供し、又lま供することと決定した財度

【管理及び処分｛勉方自治法第238~長の 4)]

①原則として．私織の飯定は不可〈第1項、第3項｝．
②その用途又は目的を妨げない限度において使用を

併可することができる｛第4項｝．
＠＠による行政財底の目的外使用については、借地

借家法は適用除外され｛第5項｝、公用又は公共用に
供するため必要を生じたとき等は、②の併可を取り河町
すことができる（鎗6項｝．

10 

普通財産

民量1
・行政財産以外の一切の公有財産

【管理及ぴ処分
（地方自治法第238条の5)]

①私権の殴定が可能（篇1項）．
＠貸付期間中に公用又は公共用

に供するため必要を生じたとき
は、契約を解除することができる
｛鱒3項｝．

③②の場合、俗受人Iま、これによ
って生じた鍋失の繍慣を求めるこ
とができる（第4項｝．

、
1. 公音信産と台頭する盟会

(1】 公有財産（行政財産〉と分類する理由付け

公育財産については、地方自治法第238条第 1項に不動産、船舶・航空償

等、不動産等の従物、地上権等とその種類が限定列挙されている．このうち

光ファイパ等が2妥当し得る項目は「不劃産の従物Jのみである．このため光

ファイパ等を公有財産と分類するためには、整備された光ファイバ絹全体を、

不動産たるセンタ施設等の従物と捉えることとなる．

公有財産については、これを地方公共団体において公用又は公共用に供し、

又は供することと決定し定行政財産と、その他一切の公有財産たる普通財産

とに分類することができるが、その堕備の財源を補間金や地方慣に求めるこ

とによって整備された光ファイパ網は、行政や地爆の情報化を進める等の公

共目的をもって整偏されたものであり、公用又は公共用に供されないことが

通常は想定されないことから、原則としてこれを普通財産と分類することは

不適当である．よって光ファイパ等を公有財産と分類する蝿合はこれを行政

財産と分類することとなる．

包｝ 財産管理に閲する抽方自治活の規定等

行政財産の管理についての地方自治法の規定等は、次の通りとなっている．

①貸柑方法

行政財産は基本的には、飽責処賃貸麹E半現主主ヱー値重空白を
使用する混合！こは、土、むりLる旦間外使用許司埜受＇：！る必要がおき．〈「行政財

産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可すること

ができる．」〈地方自治法第238条の4第4項〉〉。

またこの使用許司については、「公用若しくは公共用に供するため必要を

生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると罰めるときは、（中略〉

その許可を取り消すことができるoJ（地方自治法第238条の4第6項〉と

されている。

②貸柑期間

行政財産の目的外使用の期間は、通常 1年以内を原則とし、著レく実情

に沿わない揚合に限り、適宜必要の程度に応じて期間を延長することが適

当であるとされている．
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③ 貸付料〈使用料〉

普通地方公共団体制3は、使用許可を受けてする行政財産の使用につき使

用料を徴収することができるとされており〈地方自治法第225条〉、この使

用料に関する事項については条例で定めなければならないとされている

〈地方自治法第228条第1項〉。

なお、地方公営企業の用に供する行政財産を地方自治法第238条の4第

4項の規定により使用させる燭合に徴収する使用料に関する事項について

は、公営企業管理者が定めることとされている〈地方公営企業法（昭和 27

年法律第292号〉第33条第31頁〉．

④その他

行政財産には私権を設定できないとされ〈地方自治法第 238条の4第 1

1頁〉、これに違反する行為は無期とされる〈同条第 3項〉．したがって、行

政財産として管理されている光ファイパ等を IRUスキームにより貸し付け

ることはできない．

2. 物呂と台頭する埋合

(1) 物呂と分類する理由付け

光ファイパケーブルや償器そのちのに注目した混合、公有財産、債権、基

金のいすれにも践当しないことから、地方自治法第239条第 1項に規定する

物品と分類することとなる．

(2) 財産管理に閲する地方自治法の規定等

物品の管理についての地方自治法の規定等は、次の通りとなっている．

①貸借方法

物昂の貸付については、地方自治法上、下記③で述べる貸付料に係る規

定以外に、特段の規定がない．貸伺は、契約に基づいて行われることにな

る．

業13 都道府県及び市町符（他方自治活気1条の3第2項〉．都の持制区についても、特別

規定のない，項について、普通他方公共団体の規定を適用又は漕用している．

12 
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②貸伺期間

地方自治法には物昂の貸柑期間について、特段の規定はおかれていない

ことから、契約で定めることとなるが、地方公共団体の条例や規則に物昂

の管理についての規定があれば、それに従うこととなる。

なお、地方公共団体が定めている従来の条例や規則が想定している物昂

の貸借スキームと IRUスキーム等の聞に需離が生じていることが懸怠され

る．倒えば IRUスキームの採用を誓えている場合で、従来の条例、規則の

規定が物昂を長期にわだり特定の他者に使用させることを想定していなか

ったとき〈物昂の貸借期間を 1月と制限する規定がある甥合等〉などは、

関連規定を箆備する等の対応が必要となる．

③貸借 料

貸借料についてち契約で定めることとなるが、地方自治法第 237条第 2

項の規定により、物昂は条例文は譜会の議決による埠合でなければ「適正

な苅価Jなくして貸し伺けることはできない．この「適正な苅価Jについ

ては当該財産が有する市埠価指〈時価〉を指すのが通常であるとされてい

る．

3. 蝿肢に適合す畠駐車重厚rtfgをき

地方公共団体が所有する来利用の光ファイパ芯線を電気通信事業者に開放す

ることは、まさに光ファイパ等に狙自の財産的価値を認めるちのであり、また

こういった未利用の光ファイパ芯線の取引等は民間ではビジネスとして広く害

在している。 1. (1）で述べたように、光ファイバ等を公有財産と分類するのは、

センタ施設等をきむ光ファイパ網全体を一体的に捉える揖合のみである。この

ような捉え方は、構聾した光ファイパ網のうち、未利用の光ファイパ芯線のみ

を貸し伺けるという実態に国｜｜染ます、不適当と誓えられる．

さらに 1.(2）①、②で述べたように、行政財産の目的外使用許可については、

期間が原則 1年とされている上に、公用若しくは公共用に供するだめ必要が生

じたときは、その許可を取り消すことができるとされていることから、その利

用関係力t不安定であり、電気通信事業者の長期安定的な情報通信ネットワーク

構築に灘があるといわざるを得ない．

以上のことから、地方公共団体力t所有する未利用の光ファイパ芯線を電気通

信事業者へ開政する甥合は、物昂と整理されている光ファイバ等を貸し伺ける

スキームとすることが適当である．
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なお、現在光ファイバ網を公育財産〈行限財産〉として分類レ、公有財産台

帳に記載されている揖合であっても、一旦行政財産としては公用廃止し、物昂

として整理し直すことは可能である。行政財産から物品に盤理し直しだ場合、

財産管理台帳の記載を変更するとともに、地方自治法第 233条第 1項、第 233

条第5項及び地方自治法施行令〈昭和22年政令第 16号〉第 166条第2項の規

定により決算と同時に議会に狸出する財産に関する書類の獄値についても、変

更することが必要である．

14 
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l第 5章開放に係る標準手続 l

1. 樺準手続の対量とす墨スキ－Li

「2005年度までに我が国が世界思先舗のIT国家になるJとの国家目標を実現

する上で、「世界愚高水準の高度情報通信ネットワークの形成」を促進すること

が喫緊の課題である。

とりわけ、光ファイパ網については、電気通信事業者のより柔軟なネットワ

ーク梅築を可能とし、地爆の高速・超高速インターネットアクセス環境の整備

を推進する観点から、地方公共団体等、電気通信事業者以外の蓄が整備・保有

している既容の光ファイパ網をいかに刻率的に活用するかが重要である．

電気通信事業者ではない地方公共団体の未利用の光ファイパ芯線を、電気通

信事業者へ開服するに当だっては、 IRUスキームが、地方公共団体のニーズが

愚ち高く、一般的であり、まだ電気通信事業者側から見ても、長期・安定的な

ネットワーク構築に愚も活用しやすいちのであることから、本懐準手続におい

ては、 IRUスキームに閲するものを取りまとめたものである（IRUスキ－b.の
概要については、第3章 1.(1｝嘗照〉．

2. 毘間主型原慰との:llJ保

光ファイパ網を電気通信事業者へ提供するサービスについては、民間事業者

においても行っているところである．

このため、多叡の電気通信事業者が競争的にサービス握供を行っている都市

部等において、地方公共団体が自ら整備・保有する光ファイバ網を開放するこ

とは、これらの民間事業者のサービスと競合するばかりでなく、仮に、利益を

追求しない地方公共団体が料金を倍く段定した揚合には、電気通信事業者の事

業を阻害することになるのではないかとの懸怠がある．

他方で、探算性等の問題から民間事業者による光ファイパ網の整備が進まな

い条件不利地鼠においては、地方公共団体が整備・保有する光ファイバ網を活

用することで、一般利用者に対するサービスを提供する新規事業者が安価にネ

ットワーク構築を行えるようになり、超高速インターネットアクセス環境の整

備が促進されるなど、住民に穴きな利益をもたらすちのである。

以上を踏まえ、地方公共団体において光ファイパ網を電気通信事業者に開放

するに当たっては、当骸地爆における民間事業者による同種のサービス提供状

況を十分に横討し、料金等の決定に隠して、民間主導原則に反しないよう配慮

することが求められる．
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3 揮温手続

開放に係る標準手続フローチャート

(1）準備手続

①光ファイバ鯛の現況確認

②未利用の光ファイパ芯線の関肢の可否の確認

i) 本来の用途又は目的を筋げることがないか．

ii) 補助金交伺元から開肢が認められているか．

③ 財産管理区分の確認

」ユ
I c2＞関政可能な未利用の光ファイパ芯線情報の集約

4ユ
(3) 関政可能な未利用の光ファイパ芯綿の関般に係る基本的事項の決定

例：開放の相手方の決定方法、貸付料等

4ユ
I <4> 開放司能な未利用の光ファイパ芯線情報の公開

4ユF

(5) IRU契約の締結

①光ファイパ網が補問事業で霊備された揚合の手続

②適正な苅価を得ない燭合の手続

i) 条例の規定に基づき、適正な苅価なき貸借が許容される掲

合の手続

ii) 適正な対価なき貸伺について、議会の議決を得る掲合の手

続

4ユ
(6) 公共施設内への関連機器等の段置に係る手続（行政財産の目的外使用許

司に係る手続〉

4ユ
I (7) 嬢続工事等
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(1) 準備手続

地方公共団体が所有する光ファイパ網は、地爆の教育、行政、福祉、防災

等の高度化を図ることや下水道等の公共施設の管理することなど慣尽な目的

を有レており、地方公共団体の内部で、実眼に情築されている光ファイパ網

を運用・管理している部署ち多肢にわたることが想定される。また、そちそ

も財産の管理権限は、基本的には普通地方公共団体の畏に贋するが、学校そ

の他の教育機関の用に供する財産については教育委員会に、地方公営企業の

用に供する財産については公営企業管理者に属する〈地方教育行政の組織及

び運営に閲する法律〈昭和31年法律第162号〉第23条、地方公営企業法第

9条及び第33条第1項並びに地方自治法第149条）こととされている．

未利用の光ファイパ芯線の開般に先立って、光ファイパ網の運用・管理の

担当部署において、それぞれの部署力R所官する光ファイパ網について、次の

作業が必要となる．

①光ファイバ網の現況確認

運用・管理する光ファイパ網について、どの区間に光ファイパケーブル

が醇在しており、その芯線のうち伺芯が未利用となっているのか、光ファ

イパケーブルと機器との箆続はどうなっているのか、機器の能力に余裕が

あるのか等、光ファイパ網の現況を確認することがます必要となる。

②未利用の光ファイパ芯線の開般の可否の確認

未利用の光ファイパ芯線が醇在している揚合、それを電気通信事業者に

開臨すること力可能かどうかについて検討することとなる．主に次のよう

な点を桟討することになる。

i) 本来の用途又は目的を妨げることがないか．

電気通信事業者に光ファイパ網を開服することによって、光ファイパ

網の本来の用途文は目的を妨げることがあっては本末転倒である．ます

光ファイパ網を開政することによって、光ファイバ絹の本来の用途又は

目的を妨げることがないかの判断を行うこととなる。

ii) 補問金交信元から開放が認められているか。

電気通信事業者への開肢を目的とせすに、国庫補問金を受けて構築さ

れたこれらの光ファイパ網に、未利用の光フ？イパ芯線が寄在している
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、
場合において、これを電気通信事業者ヘ開眼するためには、原則として様

”各省各庁の畏の京認を受ける必要がある〈補即金等に係る予算の執行の

適正化に閲する法律〈昭和30年法律第 179号。以下「補朗金適正化法」

という．〉第22条〉。都道府県からの補白金等を受けて構接されている場

合についても都道府県の条例等で同権に財産処分の制限を掻けている倒

が多いと考えられる．

このため、宋利用の光フ？イパ芯線が寄在していても、それを関取す

ることが司能かどうか、また関蝕すること力可能である揚合、どのよう

な蓄を関肢の相手方として認めるか、開放に際してどのような手続が必

要か等について、補間金交伺元に確認することが必要となる。

例えば、総務省が所管する情報通信格差是正事業中の地鼠イントラネ

ット基盤施設整備事業については、次の通り取り鍛うこととしている。

ア） 未利用の光ファイパ芯線が生じた揚合、これを電気通信事業者等に

開眼することは、情報通信の格差を是正するとともに、高度情報通信

ネットワークの基盤整備を図るという情報通信格差是正事業の目的達

成に資することから、これを認めることとする．

イ） 開放の相手方は制限しないこととする．

ウ） 財産処分に必要な補即金適正化法に定める各省各庁の長の京認につ

いて、次のような持倒箔置を講じる．

A 補問金交伺申請時に未利用の光ファイパ芯線が生じた揚合には民

間等に開眼することもあり得る旨を申し出ていない埠合については、

情報通信格差是正事業費補問金交伺要綱第20条の規定を適用し、届

出奮の提出をもって補問金適正化法に定める総務太臣の意認があっ

たものとみなすこととする。

B 補朗金交伺申請時に未利用の光ファイパ芯線が生じた蝿合には民

間等に開政することちあり得る旨を申し出ている揚合については、

開政後の報告で足りることとする．

③財産管理区分の確認

光ファイバ網を行政財産と分類して管理しているか、物昂と分類して管

理レているか確認することが必要となる．前述の通り、行政財産と分類レ

て管理している揚合は、これを IRUスキームにより電気通信事業者ヘ貸し

紺けることはできない。宋利用の光ファイバ芯線の電気通信事業者への関

議14 倒えば鋪間金等に係る予貨の貌行の適正化に関する法律随行令〈昭和30年政令第255

号〉第14条では処分制限を解隙しうる蝿合として次の場合を定めている．
①術聞事集者が補駒金等の全部に相当する金額を国E納伺した揚合
②補朗金等の交付の目的及び当額財産の耐周年叡を協案して各省告庁の畏が定める期
間〈処分制限期間〉を経過した渇合
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、
肢を壱えるのであれば、光ファイパ網を物昂と分類することが適当であり、

行政財産と分類しているのであれば、これを物昂と分類し直すことが必要

である〈第4.3.重要照〉．

｛到来利用の先ファイパ芯緯情舗の纂約

未利用の光ファイパ芯線の現況やその開肢の可否についての情報は、当該

光ファイパ網の運用・管理を担当する部署で把握・判断することとなるが、

電気通信事業者が、地方公共団体力電所有する光ファイパ等の貸与を受けるに

当たって、担当部署ごとに個別に照会、申し込み等を行うことを求めると、

その作業量が煩雑となり、電気通信事業者の情報通信ネットワークの円滑・

機劃的な構築を促進するという観点からは望ましくない．上記の準備手続や、

その後の地方公共団体内部の事務手続はそれぞれの担当部署で行うにしても、

当該地方公共団体が保有する開眼司能な未利用の光ファイパ芯線の関般に関

する基本的事項の決定、開政可能な未利用の光ファイパ芯線情報の公開や電

気通信事業者との交渉等については担当窓口を訟定し、一元的に行うことが

望ましい．

例えば地鼠情報化施策担当課や管財担当課に関政可能な未利用の光ファイ

パ芯線等についての情報を集約し、一元的に苅応することなどが警えられる．

(3) 開政司能な宋利用の光フ？イ／＇＼芯観の開般に係る基本的事項の決定

宋利用の光ファイパ芯線の関肢に当たっての基本的事項について、あらか

じめ各地方公共団体において、例えば貸借要綱のような形で定めておくl邸要

がある．この基本的事項については、倒えば次のような事項が考えられる．

①関肢の相手方

未利用の光ファイパ芯線の開肢の相手方をどうするかについて定めてお

くことが必要である．各地方公共団体の開眼目的や補前金交伺元の定める

ところなどに応じて、例えば、 i ）高速・超高速インターネットアクセスサ

ービスの提供についての地鼠間格差を是正することを目的として、当額地

Ulでこれらのサービスを提供することを予定している電気通信事業者に関

蝕する、 ii）地鼠の情報化の進展に資することを目的として電気通信事業者

又は有線テレビジョン政送事業者に開放する、 iii）開放の相手方について特

に限定しない等とすることが誓えられる．

なお、本保準は未利用の光ファイパ芯線を電気通信事業者に開放する際

の標準手続を定めるものである。
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②関肢の相手方の決定方法

未利用の光ファイ／¥,Ei線を電気通信事業者に IRUスキームにより貸し付

け、当該電気通信事業者が当該光ファイパiEi線を活用して高速・超高速イ

ンターネットアクセスサービスを提供する揚合には、これが地方公共団体

所有の財産を長期間にわたり特定の他者ヘ使用させるというスキームとな

ることから、契約の相手方である電気通信事業者の選定を、公正に行うこ

とが求められる．開肢の申し込み受柑を公募により行うのかどうか、複数

の電気通信事業者から開放の申し込みがあった揚合で、開放可能な芯線獄

の関係上、貸借相手方を限定しなければならないときの貸付相手方の決定

方法をどうするか（申し込みの早い蓄を優先する、抽選を行う等〉等、あ

らかじめ公正な選定手続を定めておく必要がある。

③開肢の条件

地方公共団体が所有する光ファイパ網を電気通信事業者に開放するのは、

来利用の光ファイパ芯線を活用レて電気通信事業者が住民向けに高速・超

高速インターネットアクセスサービスを提供すること等によって、情報化

の進展に苅応した住民サービスの向上という公益の達成が期待されるため

にほかならない．よって光ファイパ等の貸借を受けた電気通信事業者が、

実際に住民間けの高速・超高速インターネットアクセスサービス等の電気

通信サービスを提供しない揚合には、当該貸柑に公益性を認めることはで

きない。電気通信事業者への貸柑に当たり、当該未利用の光ファイ＂m線

を活用レた、住民間け高速・超高速インターネットアクセスサービスを、

当該電気通信事業者が当該芯線の使用力可能となった白から、一定期間内

に提供することを条件とし、正当な事由なくレてそれが達成できない揚合

には貸借を取り消すことなどは、貸柑の公益性の担保手段として有刻であ

り、こういった条件を別途取り決めておくことが誓えられる．

④貸付料

光ファイパ等の貸柑料について定める必要がある。一般的に電気通信事

業者の光ファイパ絹構築・運営に係る支出項目としては、

i ) 営業費

ii ）運用費

iii) 施設保全費〈保守費〉

iv) 共通費・管理費

V) 試験研究費

vi) 租税公課

vii）減価償却費

vffi）その他投資等償却費

ix) 固定資産隙去費
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×）貸倒損失

×j) 報酬〈自己資本費用＋他人資本費用〉

等が挙げられる。

地方公共団体が整備・保有する光ファイバ網を IRUスキームで電気通信

事業者に貸与する際の貸借料については、契約で定めるべきものであるが、

地方公共団体においては、上記項目のうち費用が発生しないものがあるこ

とに留意すべきである。

また、貸借料の決定に際しては、電気通信事業法、地方自治法、補間金

適正化法の観点から以下のような点に配慮する必要がある。

ます、電気通信事業法の観点からは、 IRUの対価について「使用期間全

体にわたる合理的な使用料金の設定がされていること」が必要である。

また、地方自治法の観点からは、地方公共団体が所有する財産は住民の

貴重な財産であることから、これを有期活用すべく、原則として「適正な

苅価なくして貸し付けることはできない」とされている。

さらに、当該光ファイバ網が、国庫補問金で整備されたちのである揚合

には、補助金適正化法の観点から、相当の収益が生すると認められる場合

には、補助金の全部又は一部を固に返還することとなるケースがある。

(4) 関取可能な宋利用の光ファイパ芯線情報の公開

電気通信事業者から地方公共団体に苅して、光ファイパ網の開肢を申し込

むに先立ち、地方公共団体がどういっ疋区間にどれだけの開放可能な宋利用

の光ファイパ芯線を所有しているか、貸借料はいくらか等の情報を、電気通

信事業者に公開するための手続が必要となる．

そもそも電気通信事業者は、どの地方公共団体が光ファイパ網を構築して

いるか等の情報を把握することが困難と考えられることから、開放可能な未

利用の光ファイバ芯線を所有する地方公共団体が、間服司能な区間、開放可

能な芯線獣、貸付料等の情報を公開することが必要となる。その手段として

は、広報誌やホームページの活用等が考えられる．

開政可能な来利用の光ファイバ芯線情報の公開は、倒えば次のような犠式

により行うことが考えられる。

21 

， 



、
00町における光ファイパ芯綜貸しのご案内

1.光ファイパケーブルの敵股区間及びアクセスポイント

【光ファイパケーブル敵股区間】

00町役場－ ~~公民館一口口小学校一＠。小学校一会背中学校

〈ネットワーク偶成は別添のとおり〉

来 00町役蝿において、ママ県の00ネットワークと接続しています。

【アクセスポイント】

00町役揚 00町××1-2-3
AA公民館 00町AA4-5-6

口口小学校 00町口口7-8-9
＠＠小学校 00町。。1-4-7
＊食中学校 00町食食2-5-8

2.貸借苅象者

電気通信事業者

3.貸柑単位

アクセスポイント間で・芯単位で貸付します．

4.外部との鑓続工事について

接続工事は00町臓員立ち会いの下、電気通信事業者にて行っていただき

ます．

アクセスポイントまでの伝送路は、電気通信事業者にてご用意願います。

5.貸借期間

原則として10年o (IRU契約を締結いたします．〉

6.貸借料

・・円／1芯／1m/1年

※ 1年分を前払いしていただきます．

利用の申し込みやお問い合わせ等は、下記までお願いします。
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お問い合わせ先

00町・・課・・
干 xxx-xxxx
ママ県00町××1-2-3

TEL XXX-XXX－×××× 
FAX×xx－×××－xxx× 
E-MAIL XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

、
(5) IRU契約の締詰

(4）により公開された情報に基づき、電気通信事業者が地方公共団体に刻し

て開放を希望する光ファイパ等の貸与の申し込みを行い、地方公共団体と電

気通信事業者との間で貸柑条件を協臨し、合意すれば契約を締結するという

手続となるo IRU契約の要件については第3章を嘗警とされたい．

なお、 IRU契約の締結に当たり、次のような手続をとる必要がある埠合が

ある。

①光ファイバ網が補聞事業で整備された掲合の手続

補問事業で光ファイパ網を構築しだ場合、未利用の光ファイパ芯線が寄

在している揖合であっても、これを電気通信事業者に貸し伺けることカT司
能かどうか、また可能である揚合、どのような手続が必要か等については

補問金交伺元の定めるところによる．電気通信事業者と IRU契約を締結す

るに先立って、それぞれの補問事業ごとに定められた所要の手続、例えば

目的外使用の寧認を受ける、目的外使用の届出を行う等が必要となる蝿合

があるが、その混合は、地方公共団体は所要の手続をとる必要がある．

②適正な河価を得ない蝿合の手続

地方自治法第 237条第2項の規定により、条例又は議会の議決による蝿

合でなければ適正な苅価なくして貸し情けることはできないとされている

ので、適正な苅価を下回る苅価レか取らす、あるいは対価を取らすに貸し

柑ける揚合には、次のような手続が必要となる。
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i) 条倒の規定に基づき、適正な苅価なき貸借が許容される蝿合の手続

地方公共団体が適正な対価なくして財産を貸し伺ける蝿合には、条例

で定める揚合を除くほか、議会の議決を要することとされている〈地方

自治法第96条第1項第6号入その条例を旧自治省が示した条例準則〈昭

和 38年 10月30自信け、自治丁行発第68号。各都道府県総務部長宛自

治省行政局行政課長通知〉蟻15に準じて制定している蝿合には、「公益上

の必要に基づく」揚合に適正な苅価なくして貸し伺けることが司能とさ

れているので、「公益上の必要に基づく」かどうかを桟討することとなる．

｝累算性等の観点から、民間事業者により高速・超高速インターネット

後15 自治省行政局行政課長通知〈抄〉

各都道府県総務部長宛

自治丁行発第 68号
昭和38年 10月30日

自治省行政局行政課長

条倒準則等の送信について

地方自治法の一部己主iE（財務関係〉に伴う条例準則等を別添のとおり送付しますから

ご多警に資ぜられ疋い．

なお、貧管下市町符にも、この旨ご示遣のうえよろしくご箔専をお願いいだします．

Kl 
1～5 （暗〉
6 財産の交領、譲与、需要償貸借等に関する条倒準則

7 （略〉

－〈略〉一
財産の交浪、様与、無償貸付等に閲する条例準則について

1 本条例案は、他方自治活第237条第2項の混定に基づく財産の交倹盟びに適正な対価

によらない財産の譲与及び貸付けの随囲等に閣し、一俗的な寧項を示したものである

こと．しだがって、各地方公共団体において条例を制定する燭台には、本条倒寮の線

定事項を適宜取信選択する必要があること．

2 （略〉

3 冨通財産及び物昂の調与、滞額鼠連、無償貸旬、減額貸付は、公用、公共用その他の

公益上の必要に基づく燭合又は当額酋遇財産又は物昂を寄附者等特別の緑依関係のあ

る蓄にこれを行なう渇合等持制の必要がある燭合に限られるべきものであること．

一附贋の包条倒準則（抄〉 一

財産の交段、額与、無償貸出等に閲する条倒準則

第1条～第6条〈略〉
〈拘昂の無償貸付又は減額貸出〉

第7条拘昂は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人

に無償又は時価よりも怪い価額で貸し旬けることができる．

附則〈略 〉
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アクセスサービスの狸供がされていない過疎地鼠等の条件不利地鼠にお

いて、地慌の情報化を推進し、もって住民福祉の向上を図る定めに、地

方公共団体が所有する未利用の光ファイパ芯線を、当該光ファイパ芯線

を活用して高速・超高速インターネットアクセスサービスの提供を予定

している電気通信事業者に貸し伺ける甥合等は、通常は「公益上の必要

に基づくときJという基準に適合すると考えられる．

当核地方公共団体が定めている条例では、電気通信事業者に対する適

正な苅価を得ない貸借が許容されていない揚合は、 ii）により個別に議会

の調決を得て貸レ附けることとなる．

川 適正な対価なき貸伺について、議会の議決を得る露合の手続

物品等の財産を適正な対価なくして貸し伺けることができる一般的基

準を条例として定めていない燭合、又は条例を定めていても電気通信事

業者への貸借が当践条例に定められた要件に適合しない揚合は、契約の

締結に当たって調会の譜決を得る必要がある。

この燭合は、地方公共団体と電気通信事業者との間で貸借条件を協議

して合意すれば仮契約を締結し、その後、当該貸伺条件により、当訟電

気通信事業者と契約を締結することについて、議会に諮り、議会の議決

を得られた蝿合に、本契約を締結するという手続となる．

{6) 公共施盤肉への関連磁器等の設置に係る手続（行政財産の目的外使用許

可に係る手続〉

未利用の光ファイパ芯線の開放を受けて、高速・超高速インターネットア

クセスサービスを漣供するために、センタ施設等の地方公共団体の公共施設

内に、電気通信事業者が機器等を設置する必要がある揚合がある．こうした

場合には、 IRU契約の締結に係る手続の他に、行政財産の目的外使用に係る

手続を経る必要がある．

電気通信事業者から地方公共団体に対して、設置を希望する機器等を明示

した上で、段置する公共施訟等の使用の許可申請を行い、地方公共団体は当

該機器等の設置によって当該公共施設等の本来の用途又は目的を妨げること

がないかどうかを検討し、問題ないと判断した蝿合にはこれを許可するとい

う手続となる．

なお、この目的外使用にかかる使用料については原則として当該地方公共

団体の条例の定めるところによるが、地方公営企業の用に供する行政財産の

使用料については、公営企業管理蓄が定めるところによる〈第 4章 1.(2）③ 

参照〉．
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(7) 謹続工事等

地方公共団体が所有する宋利用の光ファイパ芯線と、電気通信事業者の伝

送路とを接続する工事や、センタ施設等の地方公共団体の公共施訟内等に電

気通信事業者の伝送路や僧器等を位置する工事については、地方公共団体の

闘員の立ち会いの下で施工されることが望ましい．

なお、以上を踏まえ／RU契約書の一部を慰添に示すので参照されたい．
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〈別添〉 ｜一例｜

光ファイパ芯線の賃貸借に関する契約書

00町〈以下「甲」という。〉と株式会社＃＃＃＃＃〈以下「乙Jという．〉

とは、甲が所有する光ファイバ芯線の賃貸借に闘して、次のとおり契約〈以下

「本契約Jという。〉を締結する。

（本契約の苅象〉

第 1条本契約は、甲が所有する下記の光ファイバ芯線〈以下「本物件」とい

う．〉を苅象とする．

使用区間

0 0町役場co0町 xx 1-2-3) 

＠＠小学校co0町。。1-4-7)

2 本物件の位置および顕要は別添図面のとおりとする．

〈妓術仕犠〉

第2条本物件の妓術仕様は別紙のとおりとする．

〈使用の顕則〉

第 3条 乙による本物件の使用は、本契約に別段の定めがない限り、~重量
による同意なしに甲から一方的！こ申断叉は鎧了し得ないものとし、甲は、第5

条に定める期間中、乙の電気通信事業用として長期安定的に使用させるもの

とする．

2 甲は、第1条に定める使用区間において乙が使用していない光ファイパ芯線

を乙以外の蓄に使用させる揚合、本契約に比し不当な差別的条件で提供しな

いものとする。

〈乙の岱備との簸続等〉

第 4条 乙は、本物件を使用するに当たり、必要な伝送・中継訟備その他の付

属物を自らの費用により設置し、維持管理を行う。

2 乙は、本物件と乙力甲万有する光ファイバ芯線を、甲が所有するクロージャー

等接続盤内において接続するものとする．

3 前項の接続については、甲の立会いの下、乙の責任において施工するちのと

する．
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4 本物件に態統するためlこ股置する甲が所有するクロージャーより本物件側

は甲が、乙が所有する光ファイパ芯線側は乙が、それぞれの費圧において適

切な昂質に維持管理する＠

※ 第4条に闘しては以下のような・きぶりちあり得る．

〈乙の設備との媛続等〉

第 4条乙は、本物件を使用するに当たり、必要な伝送・中継設備その他の伺

属物を自らの費用により段置し、維持管理を行う．

2 乙は、本物件と乙が所有する光フ？イパ芯線を、乙が所有するクロージャー

等接続盤内において箆続するものとする．

3 前項の接続については、甲の立会いの下、乙の責任において施工するちのと

する．

4 本物件に箆続するために設置する甲が所有する光ファイパ芯線等の接続錨

子等より本物件側は甲が、乙が所有するクロージャー及び光ファイパ芯線側

は乙が、それぞれの責任において適切な品質に維持管理する．

〈使用期間〉

第5条乙による本物件の使用期間は使用開始日より 10年間とする。

2 乙は本物件の使用期間の延畏を希望する蝿合、使用期間の満了する日の6ケ

月前までに延長を希望する期間を明示し、書面により甲に申し入れを行うも

のとする．この揚合は、甲乙双方蹴意をもって協議し、合意の上は期間を延

長できるものとする。この掲合における当核延長期間については、第 1項の

規定は適用レない．

※ 第5条に閉しては以下のような書きぶりもあり得る．

第5条乙による本物件の便周期間は平成・年3月31日までとする．

2 甲及び乙が期間満了の6ヶ月前までに、更新をしない旨を書面により合意し

た埠合を隠き、本契約は同一条件で 1年間更新されるちのとする．定だし使

用開始日から 10年を経過した後は、甲が6ヶ月前までに乙に通告すれば、乙

の同意なく更新を拒否することができる。

（貸借料〉

第6条 本物件の鐘盤主主は、営業費、運用費、施位保全費、共通費・管理費、試

験研究費、租税公謀、浦価償却費、その他投資等償却費、固定資産隙去費、貸

倒損失等を華麗に算定し、年額・・円（内訳：・・円／1芯／m／年 × ・
・m× ・・芯〉とする．

2 使用期間の初日が属する年度及び使用期間の満了する日が属する年度の貸

伺料は、当該初日が4月1日である燭合又は当額満了する日が3月31日であ

る揚合を除き、前項の貸伺料を365で隙して得た値〈第5項及び第 15条第3

項において「日割額Jという。〉に当該年度の使用日銀を乗じた額とする．
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3 質的料の支払いについては、甲の請求に基づき 1年分を前払いするちのとす

る．

4 前項に定めるほか、貸借料の支払方法については甲乙協議の上、別途定める

ものとする．

5 甲は、本物件が甲の故意又は過失で使用不能となった揚合は、日割額に使用

不能日獄〈甲が第12条第1項又は第2項による連絡を受けた時刻から使用で

きない状態が解消された時刻までの時間（60分宋満を切り揺てた 1時間単位

の時間〉を24で除して得た商の整叡部分〉を乗じて得た額を、乙に返還する

ものとする．

6 前条第2項の規定により使用期間を延長し足場合において、経済変動等に伴

い、金利、物価、労働賃金等に大幅な掴減が生じたときは、貸借料について

甲乙双方誠意をもって協議し、決定する。

〈遅延損害金〉

第 7条乙は、乙の買により甲が定める支払期日までに貸借料を支払わない蝿

合、支払期日の翌日から起算して支払日までの期間につき年串・%の割合で

計算して得た遅延損害金を甲に支払うものとする。

〈関係行政官庁への手続〉

第 8条乙は、本物件の使用につき、関係法規等を遵守するとともに、関係行

政官庁に苅する必要な手続を乙の責任において行うちのとする．

2 甲は、本物件の段置及び維持管理にあたり、関係法規等を遵守するとともに、

関係行政官庁に苅する必要な手続を甲の責任において行うものとする．

〈施訟の移訟等）

第 9条甲は、本物件について移設工事を施工する必要が生じた揚合、速やか

に書面により乙に通知を行い、移設工事の期間、内容等について協識を行う

ちのとする．ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りでない．

2 移段工事により本物件の致設ルートを変更する揚合、甲は乙の電気通信事業

が円滑に行われるよう配慮し、変更後の厳設ルートが最適となるよう努める

ものとする．なお、取設ルートの変更により対象ケーブル畏に変更が生じて

も貸借料の変更は行わない。

〈保守管理等〉

第 10条甲は、本物件が第2条の按術仕撮を満たすように保守管理に努めるも

のとする．

2 甲は、送受信装置、双方向画像電送装置、光ファイパケーブル芯線等の保守

又は工事上やむを得ない揚合、本物件の使用を一時的に中断させることがで

きる．
3 甲は、前項の規定に基づき本物件の使用を中断させる燭合、その理由、中断

日及び中断期間を予め書面により乙に通知し、協議を行うちのとする。ただ

し、緊急その他やむを得ない甥合はこの限りでない．
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、
4 前3項に定める他、保守管理に係る事項については、甲乙別途協譜の上、定

めるものとする．

〈損害賠償〉

第 11条乙の故意又は過失によって、甲又は第三者に損害を与えた蝿合、乙は

その責めを負う．

2 甲の故意又は過失によって、乙又は第三者に損害を与えた蝿合、甲はその貰

めを負う。

3 本物件が第三者に損害を及ぼしだときは、甲乙協力して処理を行うものとす

る．

〈事故発生時の処理〉

第12条乙は、本物件に起因すると思われる通信障害等の事故を横知し疋蝿合、

甲に事故の発生日時、場所、内容等を速やかに連絡しなければならない．甲

は連絡後直ちに現蝿調査等を実施レ、その結果を乙に連絡するものとする．

2 甲は、本物件に異常を発見した掲合は、直ちに乙に連絡するものとし、乙は

通信障害の有無を確認して甲に連絡するものとする．

3 前2項の掲合において、本物件の復旧、補修箔置を必要とする蝿合は、甲は

速やかにこれを実施するものとし、乙はこれに協力するものとする．

4 前項による箔置を行う掲合は、復旧方法及び費用負担等についてあらかじめ

甲乙協議するものとする。

〈権利義務の意継〉

第13条 甲及び乙は、本契約に定める権利艶務を第三者にII霊し、叉は第三者

のだめに権利を盤定しではならない。

〈秘密の保持〉

第 14条甲及び乙は、本契約に基づき知り得た相手方の営業上及び銭術上の秘

密を第三者ヘ開示又は漏洩してはならない．本契約の解隙又は本物件の賃貸

信期間満了後ち周織とする．ただし、法令上必要とされているとき又は相手

方の書面による京諾を得たときは、この限りでない。

〈契約の解除〉

第 15条 甲は、乙が次の各号のいすれかに該当する場合、催告をなさすに本契

約を解隠することができる．

(1) 破産手続の開始、会社整理の申立てを受け、又はこれらの申立てを自ら行

ったとき．

(2) 電気通信事業法第 18条の規定に基づき、乙が本契約に係る電気通信事業

の体止若しくは廃止又は法人を解敵したとき．

(3) 電気通信事業法第 14条の規定に基づき、乙の事業の登録力T取り消された

とき。

2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいすれかに該当する場合、書面による催告
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の上、相当な期間をおいて本契約を解隙することができる．

(1) 甲又は乙が、その責めによる事由により本契約に定める霊要な事項に違反

したとき、重大な信義則違反があったとき又は正当な事由なく本契約に基

づく業務を遂行しないとき。

(2）その他本契約の円滑な履行が因灘になったとき．

3 本契約が解隠された燭合、当額年度の貸付料は日割額に当該年度の初日から

解隙の日までの日銀を乗じて得た額とする．

〈契約の変更〉

第16条 本契約の各条項の内密は、甲乙双方の書面による合意によってのみ変

更することができる．

〈契約の有期期間〉

第17条 本契約の有期期間は、本契約に別段の定めがない限り、本契約締結の

白から本物件の使用期間の満了する日までの期間とする．

〈錦政処理〉

第 18条 日割額その他の計算において、その計算結果に 1円未満の端叡が生じ

た蝿合はその鏑叡を切り措てる．

〈協議事項〉

第 19条 本契約に定めない事項又は本契約の解釈に疑義が生じたときは、甲乙

協磁の上、鼠意をもって解決するものとする．

2 自然災宮、関係行政庁の指導又は第三者に起因する事情等により、本契約に

定める事項を愚行できなくなっ疋揚合は、甲乙別途協議の上、鼠意をもって

解決を図るものとする．
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以上、本契約締結の証とレて本書 2通を作成し、甲及び乙が、それぞれ記名

擁印の上、各局1通を保有するものとする。

平成・年・月・日

〈甲〉 ママ県00町××1-2-3
00町
00町長・・・・

〈乙〉 ＜＞＜＞県・4砂市.A..A.1-1-1

椋式会社 ＃＃＃＃＃ 

代表取締役社畏・・・・

※ アンダーラインは IRUの要件として契約に盛り込むべき事項である（詳細

については第3章 1.(1）、「電気通信事業者のネットワーク構築マニュアルJ参

照。 h伽刷wwsoumu.ao.iロIi白ho刷訓Iロロlicvreoort!l/ia国間鎗／mi記 /Ne附白併Manual/indexhtml) 
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別紙

光ファイパ芯線の佐織

項 目

ファイパ種別

モードフィールド

径

クラッド径

クラッド非円寧

儒I白量〈率〉

力ットオフ波長

全分償保恕

伝送損失

損失温度変動

【別紙の記載の一例】

光ファイパ芯線の住帰

項 目

ファイパ種別

モードフィールド

径

クラッド径

クラッド非同率

儒I~量〈率〉

力ットオフ波長

全分敏係叡

伝送損失

損失温度変動

J 

仕 機

仕 様

1.3umシングルモード型石英ファイパ

9.Sum± 1 um （λ＝1.3um) 

12sum士2u町、

2%以下

1um 以下

1.10～1.35um 

3.Sps／『1m・km以下（1,285～1,330nm)

O.SdB/km以下〈λニ1.3um)（常温において〉

0.1d8/km以下〈λ＝1.3um)（ー30℃～60℃において〉
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｜平成 19年 1月22日修正版

光ファイパ芯線の賃貸借に関する契約書

延岡市（以下「甲Jという。）と株式会社ケープルメディアワイワイ（以下「乙Jという。）

とは、甲が所有する光ファイバ芯線の賃貸借に関して、次のとおり契約（以下「本契約」という。）

を締結する。

（本契約の対象）

第 1条本契約は、甲が所有する光ファイバ芯線のうち、本契約に基づき乙が使用できる芯線（以

下「本施設Jという。）を対象とする。

2本施設の位置および概要は別紙（伝送路構成図及び直線図）のとおりとする。

1 ユ定~1.

（本施設） ／あ岳会内治陰謀h れ
第 2条本施設の仕様は別記(J.Y~こおりとする。

2本施設の芯線数等は、想曲全甲乞間受締結まる堂書に定める

3乙は、本施設の使用目的を使用開始までに予め書面により甲に申し出ることとする。かかる

申し出の後、乙が使用目的を変更する場合は、乙は事前に甲と協議し書面により甲に通知する

ものとする。

（使用の原則）

第3条乙による本施設の使用は、本契約に別段の定めがない限り、乙の書面による同意なしに

甲から一方的に中断文は終了し得ないものとし、乙は、第6条に定める使用期間中、乙の放送

及び電気通信事業用として長期安定的に使用することができる。

2 甲は、乙の放送及び電気通信事業が安定的に行なえるよう配慮し、本施設の適切な維持管理

を行なう。

r （乙の設備の設置条件）

第4条乙は、本施設を使用するに当たり、必要な伝送・中継設備その他の付属物を自らの費用

により設置し、維持管理を行う。

2乙の設備が甲の事業所等の構内に設置される場合、甲乙別途協議の上、定めるものとする。

（使用開始日）

第5条甲は、道路法その他法令による必要な許認可を取得した後、施設が対象区間内において

仕様書の仕様を満たし使用可能な状態であることを確認した場合、速やかに書面により乙に

使用開始が可能な日（以下、 「使用開始日Jという。）を通知する。

（使用期間）

第6条乙による本施設の使用期間は使用開始日より平成29年3月31日までとする。

2 甲及び乙が期間満了の 6ヶ月前までに、更新をしない旨を書面により合意した場合を除き、

本契約は同一条件で 1年間更新されるものとする。ただし使用開始日から 10年を経過した後
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は、甲が6ヶ月前までに乙に通告すれば、乙の同意なく更新を拒否することができる。

（貸付料）

第7条本施設の貸付料は、月額94. 8 5 9円（消費税額及び地方消費税額4. 5 1 7円を含

む。）とする。

なお、諸般の事情で必要が生じた場合は、甲乙協議の上貸付料を見直すこととする。

2使用期間の初日が属する年度及び使用期間の満了する日が属する年度の貸付料は、当該初日

が4月1日である場合又は当該満了する日が3月31日である場合を除き、前項の貸付料を3

65で除して得た値（第5項及び第 16条第3項、第I9条第 1項において「日割額」という。）

に当該年度の使用日数を乗じた額とする。

3貸付料の支払いについては、別記支払いスケジュールにより支払い期日までに支払うものと

する。

4前項に定めるほか、貸付料の支払方法については甲乙協議の上、別途定めるものとする。 、
5 甲は、本施設が甲の故意文は過失で使用不能となった場合は、日 ~J額に使用不能日数（甲が

第 14条第 1項又は第2項による連絡を受けた時刻から使用できない状態が解消された時刻

までの時間（6 0分未満を切り捨てた 1時間単位の時間）を24で除して得た商の整数部分）

を乗じて得た額を、乙に返還するものとするo

6前条第2項の規定により使用期間を延長した場合において、経済変動等に伴い、金利、物価、

労働賃金等に大幅な増減が生じたときは、貸付料について甲乙双方誠意をもって協議し、決定

するo

（貸付料の算出根拠）

第8条 前条の貸付料を算出する際の算出糠拠は、保守管理費、管路使用料、電柱共架料等を基

に使用距離数は、 I.138. 312mとし、芯m当たり年間 1円とする。

（遅延損害金）

第9条乙は、乙の責により甲が定める支払期日までに貸付料を支払わない場合、支払期日の翌

日から起算して支払日までの期間につき年率6%の割合で計算して得た遅延損害金を甲に支

払うものとする。

（関係行政官庁への手続）

第10条乙は、本施設の使用につき、関係法規等を遵守するとともに、関係行政官庁に対する

必要な手続を乙の責任において行うものとする。

2 甲は、本施設の設置及び維持管理にあたり、関係法規等を遵守するとともに、関係行政官庁

に対する必要な手続を甲の責任において行うものとする。

（施設の移設等）

第11条甲は、本施設について移設工事を施工する必要が生じた場合、速やかに書面により乙

に通知を行い、移設工事の期間、内容等について協議を行うものとする。ただし、緊急その他

2 
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やむを得ない場合はこの限りでない。なお、移設工事にかかる費用は、原則的に甲の負担とす

るが、乙の事由による場合は乙の負担とするo

2移設工事により本施設の敷設ルートを変更する場合、甲は乙の放送及び電気通信事業が円滑

に行われるよう配慮し、変更後の敷設ルートが最適となるよう努めるものとする。なお、敷設

ルートの変更により対象ケーブル長に変更が生じた場合は、甲乙問で別途協議するものとする。

（保守管理等）

第12条甲は、本施設が第2条の仕様を満たすように保守管理に努めるものとする。

2甲は、送受信装置、双方向画像電送装置、光ファイバケープル芯線等の保守又は工事上やむ

を得ない場合、本施設の使用を一時的に中断させることができる。

3 甲は、前項の規定に基づき本施設の使用を中断させる場合、その理由、中断日及び中断期間

~ を予め書面により乙に通知し、協議を行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合

はこの限りでない。

4前3項に定める他、保守管理に係る事項については、甲乙別途協議の上、定めるものとする。

（損害賠償）

第 13条乙の故意又は過失によって、甲文は第三者に損害を与えた場合、乙はその責めを負う。

2 甲の故意又は過失によって、乙又は第三者に損害を与えた場合、甲はその責めを負う。

3甲乙の双方の責めによらない場合によって、第三者に損害を及ぼしたときは、甲乙協力して

処理を行うものとする。

（障害等の復旧）

第14条乙は、本施設に起因すると思われる通信障害等の事故を検知した場合、甲に事故の発

生日時、場所、内容等を速やかに連絡しなければならない。甲は連絡後直ちに現場調査等を実

r 施し、その結果を乙に連絡するものとする。

2 甲は、本施設に異常を発見した場合は、直ちに乙に連絡するものとし、乙は通信障害の有無

を確認して甲に連絡するものとする。

3前2項の場合において、本施設の復旧、補修措置を必要とする場合は、甲は速やかにこれを

実施するものとし、乙はこれに協力するものとする。

4前項による措置を行う場合は、復旧方法及び費用負担等についてあらかじめ甲乙協議するも

のとする。

5甲及び乙は、天災、事変等双方の責めによらない事由により本施設の使用ができない状態が

発生し、その復旧の見込みが無く使用の継続が困難と判断される場合、協議の上本施設の使用

を終了させることができる。

（権利義務の譲渡及び承継）

第l5条甲及び乙は、本契約に定める権利義務を第三者に譲渡し、又は第三者のために権利を

設定してはならない。

3 



2甲又は乙が第三者と合併することにより、合併後存続する法人等文は合併により設立される法

人等が本契約上の権利及び義務を承継する場合には、甲又は乙はこれを証明する書類を相手方

に通知するものとする。

（秘密の保持）

第 I6条甲及び乙は、本契約に基づき知り得た相手方の営業上の秘密、技術上の秘密及びその

他一切の業務上の秘密を第三者へ開示又は漏洩してはならない。ただし、法令上必要とされて

いるとき又は相手方の書面による承諾を得たときは、この限りでない。

2取得した情報の甲文は乙の内部における利用については、本来の利用目的の範囲内において

のみ使用することとし、不適正に流用してはならない。

3 前2項の規定は、本契約の解除文は本物件の賃貸借期間満了後も同様とする。

（契約の解除）

第 I7条甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、催告をなさずに本契約を解除するこ

とができる。

(1）破産手続の開始、会社整理の申立てを受け、文はこれらの申立てを自ら行ったとき。

(2）乙が本契約に係る放送及び電気通信事業の廃止文は法人を解散したとき。

(3）有線テレビジョン放送法及び電気通信事業法の規定に基づき、乙の事業の許可又は登録が

取り消されたとき。

2甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、書面による催告の上、相当な期

間をおいて本契約を解除することができる。

(1）甲又は乙が、その責めによる事由により本契約に定める重要な事項に違反したとき、重大な

信義則違反があったとき又は正当な事由なく本契約に基づく業務を遂行しないとき。

(2）その他本契約の円滑な履行が困難になったとき。

3本契約が解除された場合、当該年度の貸付料は日割額に当該年度の初日から解除の日までの

日数を乗じて得た額とする。

（契約の変更）

第 I8条本契約の各条項の内容は、甲乙双方の書面による合意によってのみ変更することがで

きる。

（契約の有効期間）

第 I9条本契約の有効期間は、本契約に別段の定めがない限り、本契約締結の日から本施設の

使用期間の満了する日までの期間とする。

（端数処理）

第20条日割額その他の計算において、その計算結果にl円未満の端数が生じた場合はその端

数を切り捨てるo

4 
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（通知義務）

第21条甲及び乙は、次に掲げる事項につき原則として事前に相手方に書面により通知しなけれ

ばならない。

( 1 ) 名称、住所又は法人の代表者の変更

(2) 事業の譲渡又は法人の合併

(3) 事業の休止若しくは廃止文は法人の解散

(4) 事業の許可の取り消し又は変更許可の取り消し

(5) その他業務に必要な事項

（その他）

第22条本契約に定めない事項文は本契約の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、誠意

をもって解決するものとする。

~ 2 自然災害、関係行政庁の指導又は第三者に起因する事情等により、本契約に定める事項を履

行できなくなった場合は、甲乙別途協議の上、誠意をもって解決を図るものとする。

以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙双方記名捺印の上、各々 l通を保有

するものとする。

平成 19年 1月 日

（甲） 宮崎県延岡市東本小路2番地 1

延岡市

,.  延岡市長 首 藤 正 治

（乙） 宮崎県延岡市愛宕町2丁目 1番地 12 

株式会社ケープルメディアワイワイ

代表取締役水谷 茂

5 



（別記）

1. 本契約の対象（別紙） 伝送路構成図及び直線図

2.光ファイバ芯線仕様

項目 仕 様

ファイバ種別 φ30曲げ型広帯域シングルモートゃ光77イハや

機能及び構造 防水／丸型 ． 防水／自己支持型

モードフィールド径 8. 6 μ m ± 0. 411 m （え＝1310nm)

クラッド径 12511m±0. 511 m 

クラッド非円率 0.5%以下

偏心量（率） 0. 411 m 以下

カットオフ波長 1260nm以下

全分散係数 0. 093ps/ nm2・km以下（1,300～l, 324nm) 令
伝送損失 0.2dB/km以下（え＝1310nm)0.2dB/km以下（え＝1550nm)

損失温度変動 0. ldB/km以下 (-20℃～60℃において）

3.支払いスケジュール

年度 料金対象期間 支払期日

平成 18年度 使用開始日から平成 19年3月31日 平成 19年3月末日

平成 19年度以降 第 1四半期（4月l日～6月30日） 6月末日

第2四半期（7月1日～9月30日） 9月末日

第3四半期 (IO月l日～12月31日） 1 2月末日

第4四半期 (1月l日～3月31日） 3月末日

a、
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｜平成 19年 1月 12日修正版｜

光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約書

延岡市（以下「甲Jという。）と株式会社ケープルメディアワイワイ（以下「乙Jという。）

とは、甲が所有する光ファイパ芯線の賃貸借に関して、次のとおり契約（以下「本契約Jという。）

を締結するo

（本契約の対象）

第 1条本契約は、甲が所有する光ファイバ芯線のうち、本契約に基づき乙が使用できる芯線（以

下「本施設Jという。）を対象とする。

2本施設の位置および概要は別紙（伝送路構成図及び直線図）のとおりとする。

（本施設）

r' 第抜本施設の仕様は別記のとおりとする。

2本施設の芯線数等は、別途甲乙問で締結する覚書に定めるとおりとする。

3乙は、本施設の使用目的を使用開始までに予め書面により甲に申し出ることとする。かかる

申し出の後、乙が使用目的を変更する場合は、乙は事前に甲と協議し書面により甲に通知する

ものとする。

（使用の原則）

第3条乙による本施設の使用は、本契約に別段の定めがない限り、乙の書面による同意なしに

甲から一方的に中断又は終了し得ないものとし、乙は、第6条に定める使用期間中、乙の放送

及び電気通信事業用として長期安定的に使用することができる。

2 甲は、乙の放送及び電気通信事業が安定的に行なえるよう配慮、し、本施設の適切な維持管理

を行なう。

,. （乙の設備の設置条件）

第4条乙は、本施設を使用するに当たり、必要な伝送・中継設備その他の付属物を自らの費用

により設置し、維持管理を行う。

2乙の設備が甲の事業所等の構内に設置される場合、甲乙別途協議の上、定めるものとする。

（使用開始日）

第5条甲は、道路法その他法令による必要な許認可を取得した後、施設が対象区間内において

仕様書の仕様を満たし使用可能な状態であることを確認した場合、速やかに書面により乙に

使用開始が可能な日（以下、 「使用開始日」という。）を通知する。

（使用期間）

第6条乙による本施設の使用期間は使用開始日より平成29年3月31日までとする。

2 甲及び乙が期間満了の 6ヶ月前までに、更新をしない旨を書面により合意した場合を除き、

本契約は同一条件で 1年間更新されるものとする。ただし使用開始日から 10年を経過した後



は、甲が6ヶ月前までに乙に通告すれば、乙の同意なく更新を拒否することができる。

（貸付料） 句字化えしノ
第7条本施設の貸付料は、別に定める覚書により母年見直すものとする。

2使用期間の初日が属する年度及び使用期間の満了する日が属する年度の貸付料は、当該初日

が4月1日である場合文は当該満了する日が3月31日である場合を除き、前項の貸付料を3

65で除して得た値（第5項及び第 16条第3項、第19条第 1項において「日割額」という。）

に当該年度の使用日数を乗じた額とする。

3貸付料の支払いについては、別記支払い予定表により支払い期日までに支払うものとする。

4前項に定めるほか、貸付料の支払方法については甲乙協議の上、別途定めるものとする。

5 甲は、本施設が甲の故意又は過失で使用不能となった場合は、日割額に使用不能日数（甲が

第 13条第 1項又は第2項による連絡を受けた時刻jから使用できない状態が解消された時刻

までの時間（60分未満を切り捨てた 1時間単位の時間）を24で除して得た商の整数部分）

を乗じて得た額を、乙に返還するものとする。

6前条第2項の規定により使用期間を延長した場合において、経済変動等に伴い、金利、物価、

労働賃金等に大幅な増減が生じたときは、貸付料について甲乙双方誠意をもって協議し、決定

する。

（遅延損害金）

第8条乙は、乙の責により甲が定める支払期日までに貸付料を支払わない場合、支払期日の翌

日から起算して支払日までの期間につき年率6%の割合で計算して得た遅延損害金を甲に支

払うものとする。

（関係行政官庁への手続）

第9条乙は、本施設の使用につき、関係法規等を遵守するとともに、関係行政官庁に対する必

、

要な手続を乙の責任において行うものとする。 a、
2 甲は、本施設の設置及び維持管理にあたり、関係法規等を遵守するとともに、関係行政官庁

に対する必要な手続を甲の責任において行うものとする。

（施設の移設等）

第 10条甲は、本施設について移設工事を施工する必要が生じた場合、速やかに書面により乙

に通知を行い、移設工事の期間、内容等について協議を行うものとする。ただし、緊急その他

やむを得ない場合はこの限りでない。なお、移設工事にかかる費用は、原則的に甲の負担とす

るが、乙の事由による場合は乙の負担とする。

2移設工事により本施設の敷設ルートを変更する場合、甲は乙の放送及び電気通信事業が円滑

に行われるよう配慮、し、変更後の敷設ルートが最適となるよう努めるものとする。なお、敷設

ルートの変更により対象ケープル長に変更が生じた場合は、甲乙問で別途協議するものとする。



（保守管理等）

第 11条甲は、本施設が第2条の仕様を満たすように保守管理に努めるものとする。

2 甲は、送受信装置、双方向画像電送装置、光ファイバケープル芯線等の保守又は工事上やむ

を得ない場合、本施設の使用を一時的に中断させることができる。

3 甲は、前項の規定に基づき本施設の使用を中断させる場合、その理由、中断日及び中断期間

を予め書面により乙に通知し、協議を行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合

はこの限りでない。

4 前3項に定める他、保守管理に係る事項については、甲乙別途協議の上、定めるものとする。

（損害賠償）

第 12条乙の故意文は過失によって、甲文は第三者に損害を与えた場合、乙はその責めを負う。

2甲の故意文は過失によって、乙文は第三者に損害を与えた場合、甲はその責めを負う。

~ 3甲乙の双方の責めによらない場合によって、第三者に損害を及ぼしたときは、甲乙協力して

処理を行うものとする。

（障害等の復旧）

第13条乙は、本施設に起因すると思われる通信障害等の事故を検知した場合、甲に事故の発

生日時、場所、内容等を速やかに連絡しなければならない。甲は連絡後直ちに現場調査等を実

施し、その結果を乙に連絡するものとする。

2 甲は、本施設に異常を発見した場合は、直ちに乙に連絡するものとし、乙は通信障害の有無

を確認して甲に連絡するものとする。

3 前2項の場合において、本施設の復旧、補修措置を必要とする場合は、甲は速やかにこれを

実施するものとし、乙はこれに協力するものとする。

4前項による措置を行う場合は、復旧方法及び費用負担等についてあらかじめ甲乙協議するも

のとする。

,. 5甲及び乙は、天災、事変等双方の責めによらない事由により本施設の使用ができない状態が

発生し、その復旧の見込みが無く使用の継続が困難と判断される場合、協議の上本施設の使用

を終了させることができる。

（権利義務の譲渡及び承継）

第 14条甲及び乙は、本契約に定める権利義務を第三者に譲渡し、又は第三者のために権利を

設定してはならない。

2甲又は乙が第三者と合併することにより、合併後存続する法人等又は合併により設立される法

人等が本契約上の権利及び義務を承継する場合には、甲又は乙はこれを証明する書類を相手方

に通知するものとする。

（秘密の保持）

第l5条甲及び乙は、本契約に基づき知り得た相手方の営業上の秘密、技術上の秘密及びその

他一切の業務上の秘密を第三者へ開示文は漏洩してはならない。ただし、法令上必要とされて



いるとき又は相手方の書面による承諾を得たときは、この限りでない。

2取得した情報の甲又は乙の内部における利用については、本来の利用目的の範囲内において

のみ使用することとし、不適正に流用してはならない。

3 前2項の規定は、本契約の解除文は本物件の賃貸借期間満了後も同様とする。

（契約の解除）

第 16条甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、催告をなさずに本契約を解除するこ

とがで、きる。

(1）破産手続の開始、会社整理の申立てを受け、文はこれらの申立てを自ら行ったとき。

(2）乙が本契約に係る放送及び電気通信事業の廃止又は法人を解散したとき。

(3）有線テレビジョン放送法及び電気通信事業法の規定に基づき、乙の事業の許可文は登録が

取り消されたとき。

2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、書面による催告の上、相当な期

聞をおいて本契約を解除することができる。

(1）甲又は乙が、その責めによる事由により本契約に定める重要な事項に違反したとき、重大な

信義則違反があったとき文は正当な事由なく本契約に基づく業務を遂行しないとき。

(2）その他本契約の円滑な履行が困難になったとき。

3本契約が解除された場合、当該年度の貸付料は日割額に当該年度の初日から解除の日までの

日数を乗じて得た額とする。

（契約の変更）

第 17条本契約の各条項の内容は、甲乙双方の書面による合意によってのみ変更することがで

きる。

（契約の有効期間）

a、

第 18条本契約の有効期間は、本契約四段の定めがない限り、本契約締結の日から本施設の 、
使用期間の満了する日までの期間とする。

（端数処理）

第 19条日割額その他の計算において、その計算結果にl円未満の端数が生じた場合はその端

数を切り捨てる。

（通知義務）

第20条甲及び乙は、次に掲げる事項につき原則として事前に相手方に書面により通知しなけれ

ばならない。

(1) 名称、住所又は法人の代表者の変更

(2) 事業の譲渡又は法人の合併

(3) 事業の休止若しくは廃止又は法人の解散

(4) 事業の許可の取り消し又は変更許可の取り消し



(5) その他業務に必要な事項

（その他）

第21条本契約に定めない事項又は本契約の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、誠意

をもって解決するものとする。

2 自然災害、関係行政庁の指導又は第三者に起因する事情等により、本契約に定める事項を履

行できなくなった場合は、甲乙別途協議の上、誠意をもって解決を図るものとする。

以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙双方記名捺印の上、各々 l通を保有

するものとする。

p 平成年月日

,.. 

（甲） 宮崎県延岡市東本小路2番地 1

延岡市

延岡市長 首藤正治

（乙） 宮崎県延岡市愛宕町2丁目 1番地 12 

株式会社ケープルメディアワイワイ

代表取締役水谷 茂



（別記）

1. 本契約の対象（別紙） 伝送路構成図及び直線図

2. 光ファイパ芯線仕様

項目 仕 様

ファイバ種別 φ30曲げ型広帯域シンクゃWE－ト＊光ファイハ、、

機能及び構造 防水／丸型 ． 防水／自己支持型

モードフィールド径： 8.6μm士0.4μmU=l310nm) 

クラッド径 125 μ m ± 0. 5 μ m 

クラッド非円率 0.日以下

偏心量（率） 0.4μm 以下

カットオフ波長 1260nm以下

全分散係数 0. 093ps/ nm2・km以下（I.300～1, 324nm) 

伝送損失 0.2dB/km以下 （A=1310nm) 0. 2dB/km以下 U=1550nm) a、
損失温度変動 0. ldB/km以下 (-20℃～60℃において）

3.支払いスケジュール

年度 料金対象期間 支払い期日

平成 18年度 使用開始日 から平成 19年3月31日まで 平成 19年3月31日

平成 19年度 平成 19年4月1日から平成19年9月30日まで 平成 19年4月25日

平成 19年度 平成 19年 10月 1日から平成20年3月31日まで 平成 19年 10月25日

平成20年度 平成20年4月 1日から平成20年9月30日まで 平成20年4月25日

平成20年度 平成20年 10月1日から平成21年3月31日まで 平成20年 10月25日

平成21年度 平成21年4月1日から平成21年9月30日まで 平成21年4月25日

平成21年度 平成21年 10月 1日から平成22年3月31日まで 平成21年 10月25日

平成22年度 平成22年4月1日から平成22年9月30日まで 平成22年4月25日 、
平成22年度 平成22年 10月 1日から平成23年3月31日まで 平成22年 10月25日

平成23年度 平成23年4月1日から平成23年9月30日まで 平成23年4月25日

平成23年度 平成23年 10月 1日から平成24年3月31日まで 平成23年 10月25日

平成24年度 平成24年4月 1日から平成24年 10月30日まで 平成24年4月25日

平成24年度 平成24年 10月1日から平成25年3月31日まで 平成24年 10月25日

平成25年度 平成25年4月1日から平成25年9月30日まで 平成25年4月25日

平成25年度 平成25年 10月 1日から平成26年3月31日まで 平成25年 10月25日

平成26年度 平成26年4月1日から平成26年9月30日まで 平成26年4月25日

平成26年度 平成26年 10月1日から平成27年3月31日まで 平成26年 10月25日

平成27年度 平成27年4月1日から平成27年9月30日まで 平成27年4月25日

平成27年度 平成27年 10月1日から平成28年3月31日まで 平成27年 10月25日

平成28年度 平成28年4月1日から平成28年9月30日まで 平成28年4月25日

平成28年度 平成28年 10月1日から平成29年3月31日まで 平成28年 10月25日



覚書

延岡市（以下「甲」という。）と株式会社ケーブルメディアワイワイ（以下「乙Jという。）

とは、光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約書（以下「原契約」という。）に基づき、甲が乙に

請求する貸付料について次のとおり覚書を締結する。

（貸付料）

第 1条原契約第7条（貸付料）に基づき甲が乙に請求する貸付料は、月額94. 8 5 9円

（税込み）とする。

（算出根拠）

第2条 前条の貸付料を算出する際の算出根拠は、保守管理費、管路使用料、電柱共架料等を

,... 基に使用距離数は、 I.138, 312mとし、芯m当たり年間 1円とする。

（支払い方法）

第3条乙は別に定めた支払いスケジュールに基づき、支払期日にあらかじめ甲の指定した口

座への振込を行なうものとする

（契約の有効期間）

第4条本覚書の有効期間は、使用開始日から平成29年3月31日までとする。

（その他）

第5条甲及び乙は、本覚書により使用料金に関わる運用を行うものとし、本覚書に定める条

項以外については、原契約の定めに従うものとする。

,. 本覚書の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各々 1通を保有する。

平成年月日

甲 宮崎県延岡市東本小路2番地 1

延岡市

延岡市長 首 藤正治

乙宮崎県延岡市愛宕町2丁目 1番地 12 

株式会社ケープルメディアワイワイ

代表取締役水谷 茂



総務省提出版

光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約書

延岡市（以下「甲」という。）と株式会社ケープルメディアワイワイ（以下「乙」という。）

とは、甲が所有する光ファイバ芯線の賃貸借に関して、次のとおり契約（以下「本契約Jという。）

を締結する。

（本契約の対象）

第 1条本契約は、甲が所有する光ファイバ芯線のうち、本契約に基づき乙が使用できる芯線（以

下「本施設」という。）を対象とする。

2本施設の位置および概要は別紙（伝送路構成図及び直線図）のとおりとする。

（本施設）

~ 第2条本施設の仕様は別記のとおりとする。

2本施設の芯線数等は、別途甲乙間で締結する覚書に定めるとおりとする。

3乙は、本施設の使用目的を使用開始までに予め書面により甲に申し出ることとする。かかる

申し出の後、乙が使用目的を変更する場合は、乙は事前に甲と協議し書面により甲に通知する

ものとする。

（使用の原則）

第3条乙による本施設の使用は、本契約に別段の定めがない限り、乙の書面による同意なしに

甲から一方的に中断又は終了し得ないものとし、乙は、第6条に定める使用期間中、乙の放送

及び電気通信事業用として長期安定的に使用することができる。

2 甲は、乙の放送及び電気通信事業が安定的に行なえるよう配慮し、本施設の適切な維持管理

を行なう。

,.. （乙の設備の設置条件）

第4条乙は、本施設を使用するに当たり、必要な伝送・中継設備その他の付属物を自らの費用

により設置し、維持管理を行う。

2乙の設備が甲の事業所等の構内に設位される場合、甲乙別途協議の上、定めるものとする。

（使用開始日）

第5条甲は、道路法その他法令による必要な許認可を取得した後、施設が対象区間内において

仕様書の仕様を満たし使用可能な状態であることを確認した場合、速やかに書面により乙に

使用開始が可能な日（以下、 「使用開始日Jという。）を通知する。

（使用期間）

第6条乙による本施設の使用期間は使用開始日より平成29年3月31日までとする。

2 甲及び乙が期間満了の6ヶ月前までに、更新をしない旨を書面により合意した場合を除き、

本契約は同一条件で 1年間更新されるものとする。ただし使用開始日から 10年を経過した後



は、甲が6ヶ月前までに乙に通告すれば、乙の同意なく更新を拒否することができる。

（貸付料）

第7条本施設の貸付料は、日ljに定める覚書により毎年見直すものとするo

2使用期間の初日が属する年度及び使用期間の満了する日が属する年度の貸付料は、当該初日

が4月1日である場合又は当該満了する日が3月31日である場合を除き、前項の貸付料を3

65で除して得た値（第5項及び第 16条第3項、第19条第 1項において「日割額」という。）

に当該年度の使用日数を乗じた額とする。

3貸付料の支払いについては、別記支払い予定表により支払い期日までに支払うものとする。

4前項に定めるほか、貸付料の支払方法については甲乙協議の上、別途定めるものとする。

5 甲は、本施設が甲の故意文は過失で使用不能となった場合は、日割額に使用不能日数（甲が

第 13条第 1項又は第2項による連絡を受けた時刻から使用できない状態が解消された時刻

までの時間（60分未満を切り捨てた 1時閥単位の時間）を 24で除して得た商の整数部分）

を乗じて得た額を、乙に返還するものとする。

6前条第2項の規定により使用期間を延長した場合において、経済変動等に伴い、金利、物価、

労働賃金等に大幅な増減が生じたときは、貸付料について甲乙双方誠意をもって協議し、決定

する。

（遅延損害金）

第8条乙は、乙の責により甲が定める支払期日までに貸付料を支払わない場合、支払期日の翌

日から起算して支払日までの期間につき年率6%の割合で計算して得た遅延損害金を甲に支

払うものとする。

（関係行政官庁への手続）

第9条乙は、本施設の使用につき、関係法規等を遵守するとともに、関係行政官庁に対する必

a、

要な手続を乙の責任において行うものとする。 a、
2 甲は、本施設の設置及び維持管理にあたり、関係法規等を遵守するとともに、関係行政官庁

に対する必要な手続を甲の責任において行うものとする。

（施設の移設等）

第 10条甲は、本施設について移設工事を施工する必要が生じた場合、速やかに書面により乙

に通知を行い、移設工事の期間、内容等について協議を行うものとする。ただし、緊急その他

やむを得ない場合はこの限りでない。なお、移設工事にかかる費用は、原則的に甲の負担とす

るが、乙の事由による場合は乙の負担とする。

2移設工事により本施設の敷設ルートを変更する場合、甲は乙の放送及び電気通信事業が円滑

に行われるよう配慮、し、変更後の敷設ルートが最適となるよう努めるものとする。なお、敷設

ルートの変更により対象ケープル長に変更が生じた場合は、甲乙問で別途協議するものとする。



（保守管理等）

第 11条甲は、本施設が第2条の仕様を満たすように保守管理に努めるものとする。

2 甲は、送受信装置、双方向画像電送装置、光ファイバケープル芯線等の保守文は工事上やむ

を得ない場合、本施設の使用を一時的に中断させることができる。

3 甲は、前項の規定に基づき本施設の使用を中断させる場合、その理由、中断日及び中断期間

を予め書面により乙に通知し、協議を行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合

はこの限りでない。

4 前3項に定める他、保守管理に係る事項については、甲乙別途協議の上、定めるものとするo

（損害賠償）

第 12条乙の故意又は過失によって、甲又は第三者に損害を与えた場合、乙はその責めを負う。

2 甲の故意又は過失によって、乙又は第三者に損害を与えた場合、甲はその責めを負う。

r 3 甲乙によらない故意文は過失によって、第三者に損害を及ぼしたときは、甲乙協力して処理

を行うものとする。

（障害等の復旧）

第 13条乙は、本施設に起因すると思われる通信障害等の事故を検知した場合、甲に事故の発

生日時、場所、内容等を速やかに連絡しなければならない。甲は連絡後直ちに現場調査等を実

施し、その結果を乙に連絡するものとするo

2 甲は、本施設に異常を発見した場合は、直ちに乙に連絡するものとし、乙は通信障害の有無

を確認して甲に連絡するものとする。

3前2項の場合において、本施設の復旧、補修措置を必要とする場合は、甲は速やかにこれを

実施するものとし、乙はこれに協力するものとする。

4 前項による措置を行う場合は、復旧方法及ひ~:1.~用負強等についてあらかじめ甲乙協議するも

のとするo

，‘ 5甲及び乙は、天災、事変等双方の責めによらない事由により本施設の使用ができない状態が

発生し、その復旧の見込みが無く使用の継続が困難と判断される場合、協議の上本施設の使用

を終了させることができる。

（権利義務の譲渡及び承継）

第14条甲及び乙は、本契約に定める権利義務を第三者に譲渡し、文は第三者のために権利を

設定してはならない。

2甲又は乙が第三者と合併することにより、合併後存続する法人等又は合併により設立される法

人等が本契約上の権利及び義務を承継する場合には、甲又は乙はこれを証明する書類を相手方

に通知するものとする。

（秘密の保持）

第15条甲及び乙は、本契約に基づき知り得た相手方の営業上の秘密、技術上の秘密及びその

他一切の業務上の秘密を第三者へ開示又は漏洩してはならない。ただし、法令上必要とされて



いるとき又は相手方の書面による承諾を得たときは、この限りでない。

2取得した情報の甲又は乙の内部における利用については、本来の利用目的の範囲内において

のみ使用することとし、不適正に流用してはならない。

3 前2項の規定は、本契約の解除文は本物件の賃貸借期間満了後も同様とする。

（契約の解除）

第 16条甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、催告をなさずに本契約を解除するこ

とができる。

(1）破産手続の開始、会社整理の申立てを受け、文はこれらの申立てを自ら行ったとき。

(2）乙が本契約に係る放送及び電気通信事業の廃止文は法人を解散したとき。

(3）有線テレビジョン放送法及び電気通信事業法の規定に基づき、乙の事業の許可又は登録が

取り消されたとき。

2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、書面による催告の上、相当な期

間をおいて本契約を解除することができる。

(1）甲又は乙が、その責めによる事由により本契約に定める重要な事項に違反したとき、重大な

信義則違反があったとき又は正当な事由なく本契約に基づく業務を遂行しないとき。

(2）その他本契約の円滑な履行が困難になったとき。

3本契約が解除された場合、当該年度の貸付料は日割額に当該年度の初日から解除の日までの

日数を乗じて得た額とする。

（契約の変更）

第 17条本契約の各条項の内容は、甲乙双方の書面による合意によってのみ変更することがで

きる。

（契約の有効期間）

a、

第 18条本契約の有効期間は、本契約に別段の定めがない限り、本契約締結の日から本施設の a、
使用期間の満了する日までの期間とするo

（端数処理）

第 19条日割額その他の計算において、その計算結果にl円未満の端数が生じた場合はその端

数を切り捨てる。

（通知義務）

第20条甲及び乙は、次に掲げる事項につき原則として事前に相手方に書面により通知しなけれ

ばならない。

( 1) 名称、住所又は法人の代表者の変更

(2) 事業の譲渡文は法人の合併

(3) 事業の休止若しくは廃止文は法人の解散

(4) 事業の許可の取り消し又は変更許可の取り消し



(5) その他業務に必要な事項

（その他）

第21条本契約に定めない事項文は本契約の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、誠意

をもって解決するものとする。

2 自然災害、関係行政庁の指導又は第三者に起因する事情等により、本契約に定める事項を履

行できなくなった場合は、甲乙別途協議の上、誠意をもって解決を図るものとする。

以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙双方記名捺印の上、各々 l通を保有

するものとする。

p 平成年月日

,.. 

（甲） 宮崎県延岡市東本小路2番地 1

延岡市

延岡市長 首藤正治

（乙） 宮崎県延岡市愛宕町2丁目 1番地 12 

株式会社ケープルメディアワイワイ

代表取締役水谷 茂



（別記）

1. 本契約の対象（別紙） 伝送路構成図及び直線図

2. 光ファイバ芯線仕様

項目 仕 様

ファイバ種別 φ30曲げ型広帯域シンクゃルモートや光ファイハ守

機能及び構造 防水／丸型 ． 防水／自己支持型

モードフィールド径 8.6ttm±0.4μm U=l310nm) 

クラッド径 125μm±0.5μm 

クラッド非円率 0.5児以下

偏心量（率） 0. 4 tL m 以下

カットオフ波長 1260nm以下

全分散係数 0. 093ps/ nm2・km以下 Cl.300～1. 324nm) 

伝送損失 0.2dB/km以下 CA=1310nm) 0. 2dB/km以下 （A=1550nm) a、
損失温度変動 0. ldB/km以下 (-20℃～60℃において）

3. 支払いスケジュール

年度 料金対象期間 支払い期日

平成 18年度 使用開始日 から平成 19年3月31日まで 平成 19年3月31日

平成 19年度 平成 19年4月1日から平成 19年9月30日まで 平成 19年4月25日

平成 19年度 平成 19年 10月1日から平成20年3月31日まで 平成 19年 10月25日

平成20年度 平成20年4月1日から平成20年9月30日まで 平成20年4月25日

平成20年度 平成20年 10月 1日から平成21年3月31日まで 平成20年 10月25日

平成21年度 平成21年4月1日から平成21年9月30日まで 平成21年4月25日

平成21年度 平成21年 10月1日から平成22年3月31日まで 平成21年 10月25日

平成22年度 平成22年4月1日から平成22年9月30日まで 平成22年4月25日 、
平成22年度 平成22年 10月 1日から平成23年3月31日まで 平成22年 10月25日

平成23年度 平成23年4月1日から平成23年9月30日まで 平成23年4月25日

平成23年度 平成23年 10月 1日から平成24年3月31日まで 平成23年 10月25日

平成24年度 平成24年4月1日から平成24年 10月30日まで 平成24年4月25日

平成24年度 平成24年 10月 1日から平成25年3月31日まで 平成24年 10月25日

平成25年度 平成25年4月 1日から平成25年9月30日まで 平成25年4月25日

平成25年度 平成25年 10月 1日から平成26年3月31日まで 平成25年 10月25日

平成26年度 平成26年4月1日から平成26年9月30日まで 平成26年4月25日

平成26年度 平成26年 10月 1日から平成27年3月31日まで 平成26年 10月25日

平成27年度 平成27年4月1日から平成27年9月30日まで 平成27年4月25日

平成27年度 平成27年 10月1日から平成28年3月31日まで 平成27年 10月25日

平成28年度 平成28年4月1日から平成28年9月30日まで 平成28年4月25日

平成28年度 平成28年 10月 1日から平成29年3月31日まで 平成28年 10月25日
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覚書

延岡市（以下「甲Jという。）と株式会社ケーブルメディアワイワイ（以下「乙Jという。）

とは、光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約書（以下「原契約」という。）に基づき、甲が乙に

請求する貸付料について次のとおり覚書を締結する。

（貸付料）

第 1条原契約第7条（貸付料）に基づき甲が乙に請求する貸付料は、月額94, 8 5 9円

（税込み）とする。

（算出根拠）

第2条 前条の貸付料を算出する際の算出根拠は、保守管理費、管路使用料、電柱共架料等を

基に使用距離数は、 1.138, 312mとし、芯m当たり年間 1円とする。

（支払い方法）

第3条乙は別に定めた支払いスケジュールに基づき、支払期日にあらかじめ甲の指定した口

座への振込を行なうものとする

（契約の有効期間）

第4条本覚書の有効期間は、使用開始日から平成20年3月31日までとする。

（その他）

第5条甲及び乙は、本覚書により使用料金に関わる運用を行うものとし、本覚書に定める条

項以外については、原契約の定めに従うものとする。

，包 本覚書の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各々 1通を保有する。

平成年月日

甲 宮崎県延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長 首藤正治

乙宮崎県延岡市愛宕町2丁目 l番地 12 

株式会社ケープルメディアワイワイ

代表取締役水谷 茂


